
堀川南光風苑（地域密着型通所介護･介護予防通所介護）サービス利用料金

[通称：きときと] 介護は利用時間別の日額　予防は月額 H28.8.1～

単位：円

432 302

495 347

560 391

623 436

687 482

1,670

3,424

 個別機能訓練加算Ⅰ 47

 個別機能訓練加算Ⅱ 57

18

△ 48

要支援１ 73

要支援２ 146

228

共
通

☆ キャンセル料 （当日） ☆その他

1,000円

但し体調不良の場合を除く
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 常勤専従の機能訓練指導員を配置し、機能訓練指導員等が共
同して利用者ごとに居宅を訪問した上で個別機能訓練計画を作
成し、その後３ヵ月に１回は居宅を訪問し、訓練の説明と内容を
見直し、計画的に訓練を実施した場合

要 　介 　護　  ４

オムツ等をセンターで用意した場合は実費

 サービス提供体
 制強化加算（Ⅰ）

 送迎減算

　理学療法士等を中心に看護職員、介護職員等が共同して利用
者の運動機能向上に係る個別の計画を作成し、適切なサービス
の実施、定期的な評価と計算の見直し等の一連のプロセスを実
施した場合に加算

介護職処遇改善加算(1)
介護職員の処遇改善のための加算
「基本＋その他の加算」の料金額に４％を乗じた額

 運動器機能向上加算

ケアプランを伴わない時間延長１時間単位で500円

＊上記料金には、富山市の地域単価10.14を乗じて算出しています。円未満の端数の関係で、請求額に多少の誤差が生じます。

要 　介 　護　  ２

＊自己負担の割合が２割の方は上記金額に２を乗じた金額となります。

＊何らかの都合で月の途中で利用できなくなった場合も料
金は１ヵ月単位になります。

 機能訓練指導員専従の理学療法士等を配置し、機能訓練指導
員等が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、そ
の後３ヵ月に１回は居宅を訪問し、訓練の説明と内容を見直し、
それに基づき理学療法士等が訓練を実施した場合

＊中山間地加算：当事業所の通常の実施区域を越えてサービスを提供する場合、所定の利用料に５％が加算されます。

　介護職員の総数に対して、介護福祉士が５０％以上配置されて
いる場合に加算
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 介護職員の総数に対して、介護福祉士が５０％以上配置されて
いる場合

要 　介 　護　  ５

要 　支　　援　  ２

　介護サービスを利用した額の合計が利用者負担の上限を超えた場合、申請により超えた額が高額介護サービス費
として支給されます。介護保険と医療保険の負担額の総額が限度額を超えた場合、｢高額医療合算介護サービス費｣
が支給されます。
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要 　支　　援　  １

居宅と事業所間の送迎を行わない場合（片道）

 サービス提供体制強化加算Ⅰ

5～３時間 ３～２時間

要 　介 　護　  ３

要 　介 　護　  １


